
 

改正育児・介護休業法及び次世代育成法が2025年４月施行 

～ 両立支援に関する措置の拡充や、くるみん認定基準の引き上げへ ～ 
 

2024年５月 24日（金）、通常国会において育児・介護休業法および次世代育成法の一部を改正す

る法律が可決・成立した。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応

じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代

育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ず

る。今後は 2025年４月１日の施行（一部を除く）に向け、具体的な運用方法を示した省令および指

針が議論され、決定される。以下は主な法改正の内容。 

 

１．育児と仕事の両立支援関連 

内容 改正前 改正後 

３歳から小学校就学始

期までの子を養育する

者に対する措置 

【新設・義務】 

※施行日未定 

・子の看護休暇、時間外労働の制

限（月 24時間、年 150時

間）、深夜業の制限は請求に応

じる義務（変更なし） 

・育児休業・短時間勤務・所定外

労働の制限に準ずる措置等は努

力義務（変更なし） 

以下の中から労働者が選択可能なも

のを２つ以上選択して措置を講ずる 

a) フレックスタイム制、時差出勤 

b) テレワーク 

c) 短時間勤務制度 

d) あらたな休暇の付与 

e) その他、保育施設の設置等 

（規定なし） 

上記措置を実施するにあたり、過半

数労働組合等の意見聴取を行う 

事業主が選択実施する上記措置のう

ち、当該労働者が利用する制度を選

択するための周知と意向確認 

所定外労働の制限 

【請求に応じる義務】 

子が３歳になるまで 子の小学校就学前まで 

子の看護休暇制度 

※子の看護等休暇に名

称変更【義務】 

主な適用要件は子のケガや病気の

世話、予防接種・健康診断の付き

添い 

感染症に伴う学級閉鎖等や子の行事

参加（子の入園式、卒園式及び入学

式）を追加 

小学校就学前まで 小学校３年生修了時まで 

勤続６ヵ月未満の労働者は労使協

定により対象外 

右のしくみを廃止 

３歳までの子を養育す

るフルタイム勤務者へ

の措置【努力義務】 

時差出勤、育児休業に準ずる制度 

※育介法第 24条第１項第１号お

よび第２号 

テレワークを追加 
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育児短時間勤務等 

【子が３歳まで申し出

に応じる義務】 

短時間勤務制度の適用が困難な業

務に従事する労働者には、労使協

定のうえ代替措置（育児休業、フ

レックスタイム制、時差出勤、保

育施設の設置等）を実施 

代替措置にテレワークを追加 

 

個別の意向確認等 

【義務】 

※施行日未定 

妊娠・出産の申し出時に実施 育児休業からの復職時や労働者から

の申し出に応じて意向確認を行い、

配慮する 

※「施行日未定」の施行日は「公布の日から１年６ヵ月以内で政令で定める日」 

 

２．情報公表義務の強化、次世代育成法の推進・強化 

内容 改正 

育児休業取得率の公表 

【義務】 

育児休業取得率の公表義務の対象を、従業員 300人超（現行 1,000

人超）企業に拡大 

一般事業主行動計画 

【従業員 100人超企業は義務、

100人以下企業は努力義務】 

次世代育成法に基づく行動計画を策定・変更するときは、育児休業

等の取得状況や労働時間の状況を把握し、改善すべき内容を分析し

設定しなければならない（数値目標の設定義務を含む） 

くるみん認定基準 省令改正により、認定基準を改正（引上げ）する見込み 

次世代育成法の期限 時限立法である当該法の有効期限（現行は令和７年３月 31日まで）

を令和 17年３月 31日まで、10年間延長する 

 

３．介護と仕事の両立支援関連 

内容 改正 

個別の周知及び意向確認

【新設・義務】 

家族の介護の必要性に直面した労働者が申し出をした場合に、両立

支援制度等に関する情報を個別に周知し、意向確認すること 

早期の情報提供 

【新設・義務】 

介護保険の第２号被保険者となる 40歳のタイミング等の効果的な時

期に、介護に関する両立支援制度等に関する資料の配布などの情報

提供を行う 

雇用環境の整備 

【新設・義務】 

次のいずれかの措置を事業主に義務付ける 

 介護に関する両立支援制度に係る研修の実施 

 介護に関する両立支援制度に関する相談体制の整備 

 介護に関する両立支援制度の利用事例の収集・提供 

 介護に関する両立支援制度及び両立支援制度の利用促進に関す

る方針の周知 

介護休暇の対象外となる労

働者の範囲の是正 

勤続６ヵ月未満の労働者を労使協定に基づき除外するしくみを廃止 

テレワーク【努力義務】 遠隔地勤務も念頭に、家族を介護する労働者に対し事業主が講ずる

措置にテレワークを追加 

参考ＵＲＬ：第 67回労働政策審議会 雇用環境・均等分科会資料 

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001200623.pdf 

（担当：労働条件局 柴田） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001200623.pdf

